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痰詈ンにこ盗翁魏渕量‡は渕飩心輔鼈櫃甦巡鮨鰺蜆炒蝙式 (2008年 6月 C綱

秋田県のスーパーで販売された「揚げビスケット」から有害物質が検出された問題

について、警察は輸送中に一緒に積んでいた有害化学物質「テ トラクロロエチレン」

が漏れてビスケットに混入したとほぼ断定した。

調べでは、この菓子はN運輸の トラックで石川県を出発、翌日仙台市近郊で下請会

社の トラックに積み替え、秋田市に運ばれた。この途中に、混載していたテ トラクロ

□エチレンの一斗缶が破損して中身が漏れだし、菓子の箱に染みこんだ。

運搬を請け負つたN運輸は、①一斗缶を直接二段以上積まない。②混載した食品と化学

物質の間に板などを挟む。③液体漏れ事故が起きた場合は荷主に指示を仰ぐ。一―など

事故の再発防止策を発表した。

輸送時に破損、漏れを見つけたら直ちに以下の措置を :!

交通量の少なしヽ安全な場所 |こ車を移動させ、停車する。

イエ国―カード‡こ記載さ換てしヽる荷主会社、運送会社 |こ連絡を取り、

隷饉につけて指示をlrpぐ。

大量の場合には、消防署、警察署 :こも通報する。
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鍾≫荷台の風通しを良くして、風上わ`3以下の応急措置を取る。

●破損部から漏れ出す可能性がある場合には、漏れが拡がらないようにウエスなどで押さえる。

●液漏れ、飛散を見つけたら、すぐにウエス等に吸収させて密閉できる金属製の空容器に回収す

る。この際、保護めがね、保護手袋を着用して、身体に付着しないようにする。

●他のものと混載している場合には、それへの付着、汚染がないか、十分に確認する。

付着、汚染がある或いはその恐れがある場合には、それらの他製品も分別、隔離する。

●大量の液漏れがあつた場合には、周囲を盛土で囲つて流出を防止し、砂などに吸収させて回収

する。風下の人を避難させる。

●漏出した場所の周辺に□―プを張るなどして、関係者以外の立ち入りを禁止する。

●流出した液が河川、地下等に排出され、環境へ悪影響をおこさないように注意する。


